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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年４月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年９月４日 １３時２８分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北区港界付近 

 大阪灯台から真方位２２２°３.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３６.２′ 東経１３５°２０.１′） 

事故の概要  貨物船明優
めいゆう

丸は、東進中、また、漁船住
すみ

吉
よし

丸は、南進中、両船が衝

突した。 

 明優丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、住吉丸は、右舷

船首部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年９月１１日本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）及び１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 明優丸、４９８トン 

   １３３８７８、日松汽船株式会社 

   ７０.８５ｍ（Lr）×１２.００ｍ×６.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年４月 

Ｂ 漁船 住吉丸、９.７トン 

   ＯＳ２－２１２９（漁船登録番号）、個人所有 

   １８.３１ｍ（Lr）×４.０１ｍ×１.２５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、平成１５

年８月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６８歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年１月１７日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１２月１日 

    免状有効期間満了日 平成３３年１月１６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成２年２月２８日 

    免許証交付日 平成２７年１月２７日 

           （平成３２年２月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、阪神港大阪区南ふ頭西方沖に

錨泊する目的で、船長Ａが単独の船橋当直につき、約１０.５ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、大阪湾を自動操舵により

東進していた。 

 Ａ船は、船長Ａが、左舷船首方３Ｍ付近を南進するＢ船を目視で発

見し、レーダーを併用して観察を行っていたところ、Ｂ船が増速して

Ｂ船の方位変化が認められずに接近する状況となったので、手動操舵

に切り替えて東進を続けた。 

 船長Ａは、自船が海上衝突予防法に規定する保持船なので、Ｂ船が

Ａ船の船尾方に向けて衝突を避ける動作をとるものと思っていたとこ

ろ、Ｂ船が衝突を避ける動作をとることなく左舷船首方至近に接近し

たのを認めた。 

 Ａ船は、船長Ａが衝突の危険を感じて右舵一杯としたものの、平成

２９年９月４日１３時２８分ごろ左舷船首部にＢ船の右舷船首部が衝

突した。 

 Ａ船は、船長Ａが、機関を停止し、国際ＶＨＦ無線電話で海上保安

庁に本事故の発生を通報し、その後、阪神港大阪区の岸壁まで自航し

て着岸した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、阪神港大阪区西方沖の漁場で約

３.０kn の速力で揚網した後、約９.５kn に増速し、船首を大阪府阪

南港に向けて自動操舵により南進を始めた。 

 船長Ｂは、後部甲板右舷側に設置された操縦装置を使用して船首を

阪南港入口に向けて定針させた後、後部甲板に置いていた海水用ホー

スを拾い上げ、後部甲板の清掃を始めた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、左舷方を向いて後部甲板を洗い流していた際、

右舷方からＢ船の機関の音の反響が聞こえたような気がして振り返っ

たところ、右舷方至近に接近していたＡ船を認め、機関を後進にかけ

たものの、Ａ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ｂ船の右舷船首部外板に破口を認め、沈没の危

険を感じたので機関を停止して漂泊した。 

 船長Ｂは、近くにいた僚船の船長に無線機で救助を求め、海上保安

庁に本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、本事故の発生を目撃した船舶からの連絡を受けて来援した

船舶に横抱きにされて航行し、阪南港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷

状況、写真３ Ｂ船、写真４ Ｂ船の損傷状況、写真５ Ｂ船後部
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甲板における操縦姿勢、写真６ Ｂ船後部甲板清掃の姿勢 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、Ｂ船がＡ船を避けるものと思い、警告信号を行わず、針

路及び速力を保って航行を続けたが、Ｂ船との距離が至近となる前に

警告信号を行い、Ｂ船を避けるべきであったと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、南進を始めたときに船首方のみでなく全周を確認し、ま

た、後部甲板の清掃を行っている間も適宜周囲の見張りを行うべきで

あったと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、入港前に後部甲板の清掃を終わらせたかったので、後部

甲板の清掃に気を取られて周囲の見張りを行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、阪神港堺泉北区港界付近を東進中、船長Ａが、方位変化が

なく接近するＢ船を認めたものの、針路及び速力を保って航行を続け

たことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船がＡ船を避けるものと思っていたことから、警告信

号を行わず、針路及び速力を保って航行を続けたものと考えられる。 

 Ｂ船は、阪神港堺泉北区港界付近を南進中、船長Ｂが周囲の見張り

を適切に行っていなかったことから、衝突するおそれのある状態で接

近するＡ船に気付かずに航行を続け、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

 船長Ｂは、後部甲板の清掃に気を取られていたことから、周囲の見

張りを適切に行っていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、阪神港堺泉北区港界付近において、Ａ船が東進中、Ｂ船

が南進中、船長Ａが、方位変化がなく接近するＢ船を認めたものの、

針路及び速力を保って航行を続け、また、船長Ｂが周囲の見張りを適

切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・衝突するおそれのある他船を認めた場合、自船が保持船であって

も、相手船が衝突を避けるために十分な動作をとっていることに

ついて疑いがあるときは警告信号を行い、また、必要に応じて衝

突を避ける動作をとること。 

 ・作業を行う際も、作業内容に気を取られることなく、全周を見張

るなど常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 
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写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況 
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写真５ Ｂ船後部甲板における操縦姿勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ Ｂ船後部甲板清掃の姿勢 

 


